
令和８年度 

認定こども園・保育所 
入 所 案 内 

令和８年度 利用申込書類の受付期間

教育利用（１号認定） 

私立：令和７年１０月１日(水)～１０月７日(火)９時～１６時 

公立：令和７年１０月１日(水)～１０月３日(金)９時～１５時 

・継続入所の方も、毎年申込みが必要です。 

・各園で書類が異なりますので、入所を希望する認定こども園で申込書類をお受け取りください。 

・申込先は、入所を希望する認定こども園です。 

保育利用（２・３号認定） 

【１次募集】 

令和７年１０月１４日(火)～１０月２７日(月) 
（土・日曜日を除く平日８時３０分～１７時１５分 ※火曜日のみ１９時１５分まで） 

・継続入所の方も、毎年申込みが必要です。 

・令和８年度の途中入所（育児休業明けなど）の方は入所予約ができますので、この期間に申し込ん

でください。 

・保育の利用調整は受付順ではありません。保育の必要性の高い方が優先されます。 

・受付期間以降も随時受け付けますが、期間内に申し込まれた方から調整していきます。 

【申込方法について】 

上記１次募集期間のみ、郵送での申込みも受け付けます。郵送の場合は、こども教育課へ連絡の上、

書留等の追跡可能な方法で郵送してください。書類到達後、こども教育課から書類受理の連絡をいた

します。（１０月２７日(月)必着） 

・オンライン申請でも申込み可能です。 

加東市外の認定こども園・保育所等に申込みをされる方へ
・加東市外の認定こども園・保育所等に入所を希望される場合も、加東市への申込みが必要です。 

・市区町村ごとに申込期間が異なりますので、入所を希望する施設所在地の市区町村に、申込期間・

必要書類等を確認の上、申込期間内に加東市で申し込んでください。 

（保育利用の）受付場所・問い合わせ先

加東市教育委員会 こども未来部 こども教育課 
電 話 0795-43-0546 / ＦＡＸ 0795-43-0559 

〒673-1493 兵庫県加東市社 50 番地（加東市役所４階）



◇ 施設一覧 ◇                ●・・・利用可能

区

分

公
立
／
私
立

施設名 所在地 電話番号 

入所年齢 ※2
定員(人) 

認定こども園は

教育・保育合計

人数

休
日
保
育

教育利用 

保育利用 
３
歳

４
歳

５
歳

認
定
こ
ど
も
園

私 ①泉こども園 西垂水 105 42-0100 ● ● ● 生後６か月～ 90 

私 ②正覚坊こども園 上田 842-2 42-2692 ● ● ● 生後６か月～ 95 

私 ③東古瀬こども園 東古瀬 634-2 42-1078 ● ● ● 生後６か月～ 75 

私 ④三草こども園 上三草 160 42-0677 ● ● ● 生後６か月～ 95 

私 ⑤たきの愛児園 上滝野 1170 48-2090 ● ● ● 生後８か月～ 100 

私 ⑥加茂こども園 北野 235-1 48-5000 ● ● ● 生後８か月～ 100 

私 ⑦河高こども園 河高 2116 48-2398 ● ● ● 生後８か月～ 80 

私 ⑧高岡育児園 高岡 912-2 48-2624 ● ● ● 生後６か月～ 75 

私 ⑨東条こども園 掎鹿谷 263-1 47-1601 ● ● ● 生後６か月～ 100 

私 ⑩秋津こども園 秋津 940-4 47-0745 ● ● ● 生後６か月～ 56 

公 ⑪加東市立加東みらいこども園 山国 2001-1 42-4150 ● ● ● 生後３か月～ 288 ●

保
育
所

私 ⑫椿山保育園 山国 1559 42-6001 生後３か月～ 70 

私 ⑬さくら保育園 岡本 1572-7 46-0415 生後６か月～ 50 ●

私 みやま保育園（広域入所）※3 
小野市中谷町

200-2 
(0794) 
67-0158 

生後３か月～ 40 

※1 ３歳の誕生日を迎えた翌月１日から「満３歳児」としての入園を受け入れています。（定員に空きがある場合のみ） 

※2 令和８年度のクラス年齢は以下のとおりです。年度の初日の前日（３月３１日）の満年齢で決定します。 

※3 申込期限等を小野市の保育担当課へ確認の上、申し込んでください。 

クラス年齢 生年月日 

０歳児 令和７年４月２日 ～ 

１歳児 令和６年４月２日 ～ 令和７年４月１日 

２歳児 令和５年４月２日 ～ 令和６年４月１日 

３歳児 令和４年４月２日 ～ 令和５年４月１日 

４歳児 令和３年４月２日 ～ 令和４年４月１日 

５歳児 令和２年４月２日 ～ 令和３年４月１日 

※1 

各種様式は加東市ホームページ
からダウンロードできます。 

（加東市ＨＰ 申請書ダウンロード 

サービス） 

入所案内についての最新情報は
加東市ホームページに掲載して
いますので、ご確認ください。 

令和８年度中に小規模保育事業所の運営を開始する予定です。 

小規模保育事業所では、０～２歳児を対象に、家庭に近い環境のもと、きめ細やかな保育を行いま

す。 



保 育 所 ・ 認 定 こ ど も 園 に つ い て 
〇保育所・・・・・・保育が必要な子どもを保育することを目的とする児童福祉施設です。 

〇認定こども園・・・保育所と幼稚園それぞれの機能をもつ施設です。 

それぞれの施設の共通点及び異なっている点は、次のとおりです。 

保育所 幼保連携型・保育所型認定こども園 

施設名 

（市内）

椿山保育園 

さくら保育園 

泉こども園  正覚坊こども園 東古瀬こども園 三草こども園 
たきの愛児園 加茂こども園  河高こども園  高岡育児園 
東条こども園 秋津こども園 
加東みらいこども園

保育利用 教育利用 

入所 

対象者 

親の就労等の理由で保育が必要な子ども 

２号認定子ども（満３歳以上） 

３号認定子ども（満３歳未満）

教育を希望（親の就労等の条件なし） 

１号認定子ども（満３歳以上）

預かり 

時間 

■保育標準時間  最長１１時間

※時間帯の設定は施設によって異なる 

■保育短時間   最長８時間 

※時間帯の設定は施設によって異なる 

■教育標準時間 

※時間帯の設定は施設によって異なる 

※教育時間前後の「幼稚園型一時預かり事業」 

あり

休所日 
日曜日・祝日 

年末年始（施設によって異なる）

土・日曜日、祝日 

長期休み（春・夏・冬休み）（施設によって異なる） 

給食費 
０～２歳児：主食費・副食費どちらも保育料に含む 
３～５歳児：主食費・副食費どちらも保護者負担 

主食費・副食費どちらも保護者負担

保育料 
０～２歳児：国の基準に基づき市が決定（１１階層） 
３～５歳児：無償 

無償 

入所まで

の流れ

「保育施設等の利用申込書」に希望する施設名を記

入し、「教育・保育給付認定申請書」と必要書類等を

添えて、こども教育課に申込み。 

（１次募集 Ｒ７年１０月）

↓ 

提出された申請書等の内容を確認し、市が保育認定

（２号・３号認定）と入所先の調整を行う。

↓ 

１次募集利用決定・市から内定通知書等を送付 

（Ｒ７年１２月下旬～Ｒ８年１月上旬予定） 

↓ 

２次募集 

（Ｒ８年１月５日～１月９日） 

↓ 

２次募集利用決定・市から入所承諾書等を送付 

（Ｒ８年２月中旬予定） 

↓ 

入所説明会等 

↓ 

入所 

申込書を記入し、「教育・保育給付認定申請書」等

を添えて、施設に直接申込み。 

※申込書は施設によって異なる。 

（Ｒ７年１０月）

↓ 

施設から入所の内定 

（選考方法は施設によって異なる） 

↓ 

市が１号認定を行う 

↓ 

入所説明会等 

↓ 

入所 

担当課 加東市教育委員会こども未来部こども教育課（庁舎４階）
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令和８年度 認定こども園・保育所の利用について 
～申し込む前に必ずお読みください～ 

（１）教育・保育給付認定について 

幼稚園や保育所、認定こども園、小規模保育事業など（以下「保育所等」）を利用する場合は、

「子どものための教育・保育給付」の給付認定を受ける必要があります。 

この「子どものための教育・保育給付」とは、保育所等の利用にかかる費用の総額から、保護者

が支払う利用者負担額（保育料）を引いた残りの費用を、公費（国・県・市町村）で負担するもの

です。認定を受けた子どもへの給付として、その子どもが利用する施設に支払われます。 

認定区分は次の３つに分けられ、利用できる施設が決まっていきます。 

認定区分 年齢 保育の必要性の有無 利用できる施設 

１号認定 

（教育標準時間認定）
満３歳以上 

なし 

（保育は必要としない

が、教育を希望。） 

幼稚園 

認定こども園（教育利用） 

２号認定 

（満３歳以上・保育認定）
満３歳以上 あり 

（就労等「保育の必要

な事由」に該当する場

合。） 

保育所 

認定こども園（保育利用） 

３号認定 

（満３歳未満・保育認定）
満３歳未満 

保育所 

認定こども園（保育利用） 

小規模保育事業 

さらに、２号認定・３号認定は、保育時間により次のいずれかに区分されます。 

保育標準時間 
１日最長１１時間利用可能 

主にフルタイム就労を想定（１か月あたり１２０時間以上の就労） 

保育短時間 
１日最長８時間利用可能 

主にパートタイム就労を想定（１か月あたり４８時間以上の就労） 

（２）保育の必要性の認定基準

次のいずれかの事由によって、父母（保護者）のどちらについても家庭において子どもの保育が

困難な場合に、保育認定（２号・３号認定）を受けて保育所等への申込みができます。「下の子の

育児が大変だから」、「集団生活に慣れさせたい」という理由だけの場合は、保育の利用はできま

せん。 

ただし、保育認定を受けても、保育所等の定員に余裕がない場合や、保育を必要とする状況等に

よる選考結果によっては、入所できないことがあります。 

保育が必要な事由 保育時間の認定 

就労 

一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く。 

※無収入の労働は、ボランティアと同義のため、就労と 

みなせません。 

就労時間による 

 ⇒上記参照 

妊娠・出産 

妊娠中であるか、出産後間もない場合 

入所可能期間：出産予定日の８週間前から８週間後の間 

※ただし、終了日は実際の出産日から起算します。 

保育標準時間 
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疾病・障害 病気、負傷、心身に障害がある場合 保育標準時間 

介護・看護 
同居又は長期入院等をしている親族の介護・看護にあた

っている場合 
保育標準時間 

災害復旧 火災、風水害、地震等の災害復旧にあたっている場合 保育標準時間 

求職活動 
入所可能期間：最長３か月（期間内に就労証明書等の提出

が無ければ認定取消・退所となります。） 
保育短時間 

就学 学校又は職業訓練校に在学している場合 就学時間による 

虐待・ＤＶ 虐待やＤＶのおそれがある場合 保育標準時間 

育児休業中の

継続利用 

就労時から既に保育所等を利用しており、継続利用が必

要である場合（新規入所の子どもは対象外） 
保育短時間 

その他 上記に類する状態にあるとして市が認める場合 申請内容による 

（注１）保育の必要な事由がなくなったときは、認定取消・退所となります。 

（注２）育児休業中の保育利用について 

２・３号認定を受けて就労により保育所等を利用されている方が育児休業を取得さ

れる場合は、育児休業中の２・３号認定での継続利用の特例が認められます。ただし、

雇用が継続されていること（育児休業給付金を受給されていること等）が条件となり

ますので、育児休業給付金支給決定通知書の写し等を提出していただきます。 

 保護者の方と職場で復帰の約束をされていても雇用契約が終了する場合は、その時

点で認定取消・退所となります。 

（注３）妊娠・出産の保育利用について 

妊娠・出産を理由に入所された場合、原則、給付認定期間を超えて入所することは

できません。期間満了後、別の理由により入所を希望される場合は、新たに利用申込

みをしてください。利用調整の結果によっては、入所できない場合があります。 

（注４）復職証明書の提出について 

育児休業を終了し職場復帰を理由に入所される場合、復帰されたことを確認するた

めに復職証明書を提出していただきます。証明書の提出がない場合や、証明書の記載

内容に虚偽があった場合は、認定こども園・保育所等を退所していただいたり、保育

に要した費用の全部又は一部について、加東市から返還を求める場合があります。 

（３）入所手続きの流れ

教育利用（認定こども園）

[1]認定こども園に

利用申込み 

[2]認定こども園による入

所者の選考（抽選等） 

入所の内定 

[3]こども教育課が 

給付認定を行う。 

１号認定 

[4]入所手続 

入所説明会 

利用契約 など 

認定こども園の教育利用（対象：１号認定子ども）での入所を希望される場合は、直接希望さ

れる施設へ申し込んでください。 
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市外の認定こども園等への入所申込みについて 

市外の幼稚園・認定こども園の教育利用での入所を希望される場合も、直接希望される施設へ申

し込んでください。ただし、給付認定は加東市が行いますので、下記必要書類②及び③をこども教

育課に提出してください。 

必要書類 ※１つの施設を選んで申し込んでください。

書類名 新規入所 
R7 年度から 
継続利用 

① 申込書（施設により異なる様式です） ○ ○ 

② 教育・保育給付認定申請書 ○  

③ 保育所等利用申込及び給付認定申請に関する確認書兼同意書 ○ ○ 

保育利用（保育所・認定こども園・小規模保育施設等）

[1]こども教育課に

利用申込み 

令和７年１０月２７日(月) 

まで、入所中の市内施設

でも受け付けます。

[2]こども教育課が 

給付認定を行う。 

２号・３号認定 

[3]こども教育課が利用

調整→利用施設を決

定 

   入所承諾 

[4]入所手続 

入所説明会 

利用契約 など 

保育利用を希望される方の利用調整及び決定は、住民票のある市区町村が行うこととなっていま

す。ただし、市外の保育所等の利用調整は、施設が所在する市区町村が行います。 

必要書類 

書類名 ※印の書類は、お子さん１人につき１部ずつ必要です。
新規 

入所 

転園 

希望 

R7 年度から

継続利用 

①

保育施設等の利用申込書 
※新規入所（転園希望）の方は、希望施設をすべて記入してくださ
い。10以上ある場合は欄外に記入してください。（記入した施
設に必ず入れるとは限りません。） ○ ○  

家庭状況書 

児童状況書兼健康状況申告書※ 

② 教育・保育給付認定申請書 ○   

③ 保育施設等の利用に係る現況届  ○ ○ 

④ 保育所等利用申込及び給付認定申請に関する確認書兼同意書 ○ ○ ○ 

⑤ 保育の必要性を証明する書類等（７ページ参照） ○ ○ ○ 

⑥
マイナンバー（個人番号）の記載に係る必要書類（１０ページ参照）
※窓口で提示してください。（郵送で申し込む場合は写しを同封し
てください。）

○   

提出先 

新規入所※1、継続利用（市外園）の場合 こども教育課 

転園希望、継続利用（市内園）の場合 現在入所中の市内施設 又は こども教育課 

※1新規入所を希望される方で、きょうだいが市内の保育所等に通っている場合は、きょうだいが

通っている施設でも受け付けます。 
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オンライン申請について 
 保育利用の入所申込みをオンライン申請でも受け付けます。下記の①及び②全てに該当する方は、

オンライン申請が可能です。 

①申込時点で住民票が加東市にある方 

②加東市内の認定こども園・保育所に入所希望の方 

※申込時点で住民票が加東市にない方は、お住まいの自治体にお申し込みください。 

※申込時点で住民票が加東市にある方でも市外の保育所等に入所を希望される場合は、オンライン 

 申請による申込みはできません。こども教育課窓口にお申し込みください。 

出生前申込みについて（令和８年度から新設） 

対象者 ①～③の要件を満たす方
①現在妊娠中であること（母子健康手帳の交付を受けていること） 

②労働基準法に基づく産前産後休暇又は育児・介護休業法に基づく育児休業を取得する予定であ 

 ること 

③入所希望年度中に、②の休暇又は休業後、すぐに現在の職場で復職すること 

必要書類 ※オンライン申請では受け付けていません。こども教育課へ提出してください。 
※仮申込みとなりますので、出生後に本申込みが必要です。

①保育施設等の利用申込書（出生前用） 

②就労証明書※父母どちらについても必要です

③出生前保育所等利用申込に関する確認書兼同意書 

④産前産後休暇・育児休業取得（予定）証明書 

⑤母子健康手帳の写し（記名のある表紙と出産予定日が記載されているページ） 

出生後の手続きについて 
・出生後１か月以内に４ページ記載の必要書類を提出してください。（オンライン申請可）ただ

し、就労証明書については、記載内容に変更がない場合、提出不要です。 

※オンライン申請をされる場合は就労証明書の添付を求められますので、あらかじめ就労証明

書の写しを保管しておいてください。 

・育児休業からの復職で申込みの場合、出生後、育児休業を取得していることがわかる書類（育

児休業給付金支給決定通知書の写し等）が手元に届き次第、速やかに写しを提出してくださ

い。 

※出生後４か月を経過しても提出がない場合は、決定が取消しとなり再度入所調整となる場合

があります。 

広域入所について 
【市外の保育所等への入所申込みについて】 

入所希望保育所等のある市区町村が、出生前申込みを受け付けている場合は、申込可能です。

市区町村によって申込条件等が異なりますので、希望保育所等のある市区町村の保育担当課に必

要書類や申込期限、申込条件などを確認の上、申し込んでください。 

【市外から加東市の保育所等への入所申込みについて】 

 加東市に転入される場合のみ申込可能です。現在お住まいの市区町村にてお申し込みくださ

い。また、６ページに記載の加東市に転入することがわかる書類をあわせてお住まいの市区町村

へ提出してください。 
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広域入所について 

市外の保育所等への入所申込みについて 

転出予定、里帰り出産予定の方や勤務先の方面等で市外の保育所等を希望される場合も、加東市

を通しての申込みとなります。 

市区町村によって申込締切日や申込可能な条件等が異なりますので、希望保育所等のある市区

町村の保育担当課に必要書類、申込条件などを確認の上、申し込んでください。 

里帰り出産時の、

上のお子さんの

入所申込み

１か月単位の 

入所 

こども教育課へ申し込んでください。（現在保育所等に入所中

の場合は、転園扱いになります。） 

必要な日だけ

保育所等を利

用したい場合 

「一時預かり事業」の利用となります。希望の保育所等に直接

お申し込みください。利用料は、直接保育所等へお支払いくだ

さい。 

市外から加東市の保育所等への入所申込みについて 

加東市では市外に住民票がある方の直接の申込みは受け付けておりません。現在お住まいの市区

町村にてお申し込みください。また、必要書類は現在お住まいの市区町村へお問い合わせください。 

なお、締切日までに加東市に申込書類が届くよう早めに手続きをしてください。 

加東市に転入される予定の方 

加東市に転入される予定があり、加東市に転入することがわかる書類を提出された場合は、加東

市内在住者と同様に利用調整を行います。下記の書類をあわせてお住まいの市区町村へ提出してく

ださい。 

【加東市に転入することがわかる書類】 

・賃貸契約書の写し 

・不動産売買契約書の写し 

・工事請負契約書の写し  など 

ご実家に転居されるなどで上記の書類がない場合は、住所・転居先にお住まいの世帯主のお

名前と生年月日・転入時期を記入した用紙（様式は任意）を別途添付してください。

また、加東市に転入後、再度加東市へ申込みが必要となりますので、あらかじめ申込書類のご

準備をお願いいたします。 

１次募集及び２次募集終了後の申込みについて
各募集終了後も随時申込みを受け付けますが、募集期間内に申し込まれた方から調整を行います。

調整終了後に募集終了後の受付分の調整を行います。 

令和８年４月以降の申込みについて
 次の申込締切日までに必要書類等を提出してください。各月、申込締切後に利用調整を行います。 

オンライン申請の場合は、申込締切日の１７時１５分までとします。 

各月申込締切日 各月申込締切日 各月申込締切日 

令和８年 ４月１０日（金） 令和８年 ８月１０日（月） 令和８年１２月１０日（木） 

令和８年 ５月１１日（月） 令和８年 ９月１０日（木） 令和９年 １月１２日（火） 

令和８年 ６月１０日（水） 令和８年１０月１３日（火） 令和９年 ２月１０日（水） 

令和８年 ７月１０日（金） 令和８年１１月１０日（火） 

左記のうち、加東市への転入時期及び

転入後の住所がわかる書類を提出して

ください。 
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（４）保育の必要性を証明する書類（保育利用の場合 全員必要）

・申請の内容によって、必要な事項、使用する様式が異なります。父母（保護者）のどちらについ

ても必要です。 

・きょうだい２人以上の申込みをされる場合、複数提出の必要はありません。 

・必要な添付書類が提出されていない場合は、利用調整時に不利になる場合があります。 

・就労証明書等の内容で不明な点などがあった場合は、ご本人又は会社等へ電話で問い合わせる場

合があります。 

就労 

雇用主がある場合 

（会社員・公務員・ 

  パート・派遣社員等）

【使用様式】就労証明書 ※証明日が令和７年８月１日

以降の証明書を提出してください。 

■育児休業明けから入所される方は、育児休業を取得

していることがわかる書類（育児休業給付金支給決

定通知書の写し等） 

※１３ページのよくある質問Q6を参照してください。

自営業 

農業 

内職 

【使用様式】就労証明書 ※証明日が令和７年８月１日

以降の証明書を提出してください。  

■申請者本人が収入を得ていることがわかる書類 

（無収入の労働は就労とみなしません。） 

■給与明細書の写し等 

妊娠・出産 

【使用様式】申立書 

■母子健康手帳（記名のある表紙と出産予定日が記載

されているページ）の写し 

保護者の 

疾病・障害 

疾病 【使用様式】申立書  ■診断書の写し 

障害 

【使用様式】申立書 

■身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手

帳等の写し 

介護・看護 
【使用様式】申立書 

■身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等の写し

災害復旧 【使用様式】申立書  ■罹災証明書等

求職活動 
【使用様式】求職活動状況申告書  ■求職活動中であるとわかる書類

※就職が決まり次第、就労証明書を提出

就学 【使用様式】申立書  ■在学証明書・学生証の写し等

（５）その他申込に必要な書類（該当者のみ必要）

次の事由に該当される方は、（４）の書類以外にも下記の書類を提出していただく必要がありま 

す。

生活保護を受けている方 生活保護適用証明書 

母子・父子家庭の方 
戸籍謄本の写し、児童扶養手当の証書の写し又は母子家庭等医療

受給者証の写し 

同一世帯に障害者がいる

場合 

次のうち所持しているものの写し 

(ア)身体障害者手帳  (イ)精神障害者保健福祉手帳 

(ウ)療育手帳 (エ)特別児童扶養手当の受給を証するもの 

(オ)国民年金の障害基礎年金等の受給を証するもの 
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（６）入所申込み後の手続きについて  
※各種変更手続きの締切日は毎月２０日です。

入所開始日は毎月１日、退所日は毎月月末となっています。 

各種変更手続きの締切日は毎月２０日（休日の場合は翌開庁日）となっており、手続きをした翌

月初日から変更内容が適用されます。次の場合は、こども教育課で手続きをしてください。 

状 況 提出書類 その他 

①入所申込みを取り下げるとき 入所辞退届 入所前の手続き 

②入所月を変更したいとき 入所変更申請書 

入所前の手続き 

変更する必要性が生じた場合は、分か

った時点で速やかに手続きが必要。 

③保護者の仕事が変わったとき 
認定変更申請書 

就労証明書 

新たな就労先の就労証明書の提出が

必要。 

④保護者が仕事を辞めたとき 

認定変更申請書 

保育の必要性がない場合は、退所とな

りますが、求職活動をされる場合や教

育利用に変更する場合は、こども教育

課で手続きが必要。 

⑤妊娠したとき 

妊娠により仕事を辞める場合は、退所

となりますが、産前産後期間の利用を

希望する場合は、母子健康手帳を持参

のうえ、こども教育課で手続きが必

要。 

⑥出産したとき 

 育児休業を取得するとき 

育児休業給付金支給決定通知書の写

し等、育児休業を取得することがわか

る書類の提出が必要。

⑦家庭の状況が変わったとき 

 （再婚・離婚等） 

⑧住所・連絡先が変わったとき 利用中の施設でも手続きが必要。 

⑨修正申告等を行い、市町村民税

額に変更があったとき 
申告書等の写し 

市町村民税額に変更があった場合は、

税額の変更があった月の翌月からの

適用となります。 

⑩市外へ転出するとき 

（転出＝加東市での退所です） 退所届 

転出後も引き続き利用する場合は、転

入先の市町村窓口で教育・保育給付認

定および入所申請手続きが必要。 

⑪退所するとき 利用中の施設でも手続きが必要。 
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（７）給付認定区分の変更について 

年度途中に給付認定区分の変更を希望される場合は、まず利用している施設へご相談ください。

その後、こども教育課で手続きを行ってください。 

ただし、近年の利用希望児童の増加を鑑み、２歳児クラスの給付認定区分の変更については次

のとおりとします。 

幼稚園部から保育園部 

 再度の利用調整となります。利用調整の結果、引き続きの入所ができない場合があります。 

保育園部から幼稚園部 

 利用している施設で変更についての可否が決定されます。 

（８）様々な保育サービスについて 常の保育に加えて、様々な特別保育を行っています。）

延長保育 

保育所等が設定する保育時間を超えて保育を利用した場合には、延長保育料が

発生します。料金は各施設へ支払います。  

【市内施設の延長保育利用料：100 円/10 分】

休日保育 

日曜日及び祝日（年末年始を除く）に、保護者全員が就労等で子どもの保育がで

きない場合に保育を行います。事前の利用登録が必要ですので、詳しくは、実施

施設へお問い合わせください。休日保育事業の利用日の前後１週間以内の平日

に、保育を利用しない日（代替休園日）を設けない場合は、休日保育利用料が発

生します。 【休日保育利用料：2,000 円～3,000 円/日（年齢による）】

■対 象：市内の保育所等に入所中の子ども及び加東市で保育認定を受けて市

外の保育所等に入所中の子ども 

■実施施設：加東みらいこども園・さくら保育園 

病児・病後

児保育 

病気などで、保育所等での集団生活が困難なお子さんを一時的にお預かりしま

す。事前の利用登録が必要です。詳しくは、こども教育課又は加東市病児病後児

保育施設「かとっこ」へお問い合わせください。 

【市内在住のお子さんの病児・病後児保育利用料：2,000 円/日】 

■対 象：病気やけがで保育所等での集団生活が困難な小学生以下の子ども 

■実施場所：加東市病児病後児保育施設「かとっこ」 

加東市家原85番地（加東市民病院東隣） 電話：0795-42-2415

一時預かり

事業 

【一般型一時預かり事業】保護者の就労や私的な都合により、一時的に保育が必

要となる子どもが対象です。詳しくは、保育所等へお問い合わせの上、直接申

し込んでください。

【一時預かり利用料：1,500 円～3,000 円/日（年齢・利用時間による）】 

【幼稚園型一時預かり事業】認定こども園の教育利用の子どもが対象です。登園

日に通常の利用時間を超えて一時的に保育を行います。利用時間、利用料等は

施設によって異なります。 

乳児等通園 

支援事業 

(こども誰

でも通園制

度) 

月一定時間までの利用可能枠の中で、就労等の要件を問わず時間単位で柔軟に

保育所等を利用できる事業になります。 

令和８年度から開始する事業になり、詳細は後日、HP等でお知らせします。 

■対 象：０歳６か月～満３歳未満で保育所等に入所していない子ども 

■実施施設：市内の保育所等で実施予定 
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（９）その他 注意事項

１ 利用者負担額（保育料）について 

保育料は、子どもの父母の市町村民税所得割額の合算で決定します。（ただし、父母以外の扶

養義務者が家計の主宰者である場合はその主宰者の税額も合算します。） 

令和８年度保育料については、決定次第（４月初旬を予定）お知らせします。

２ ならし保育 

新規入所する子どもについて、集団保育への適応等を目的として、通常の保育の実施よりも時

間を短縮して行う保育のことを「ならし保育」といいます。ならし保育を行う期間やお迎えの時

間等については、施設と相談しながら行っていくことになります。 

入所日より前にならし保育をすることはできませんが、育児休業明けなどで入所される場合に

限り、加東市では職場復帰日より最長１か月前からの入所が可能です。（保育料に日割り対応は

なく、通常どおり発生します。） 

  ただし、４月入所希望の方は、１か月前（前年度３月）からの入所はできません。 

３ 保育時間に関する留意事項 

保育所・認定こども園（保育利用）は、保護者が就労等のために家庭で保育することができな

い子どもを、保護者にかわって保育する児童福祉施設です。認定に応じた利用時間帯の範囲内で、

保護者の実際の就労や通勤等のため必要な保育時間について利用してください。 

４ マイナンバー（個人番号）の記載について 

教育・保育給付認定に係る手続きの際には、認定の対象となる子ども及び父母（保護者）のマ

イナンバー（個人番号）の記載が必要です。制度の趣旨をご理解いただき、必要書類を必ずご持

参ください。 

■マイナンバー（個人番号）の記載に係る必要書類 

保護者本人が申請書等を提出する場合 

◎認定の対象となる子ども及び保護者の番号確認書類 

◎保護者の本人確認書類 

代理人が申請書等を提出する場合 

◎申請者の番号確認書類 

◎代理人の本人確認書類 

◎委任状 保護者以外（祖父母等） 

が申請に来られる場合必要です。 

①写真入りマイナンバーカードがある場合は、「番号確認書類」と

「本人確認書類」として使えます。 

②マイナンバーカードがない場合は、以下の書類をご持参ください。

◎番号確認書類 

マイナンバーの通知カード、マイナンバー記載の住民票の抄

本等 

◎本人確認書類（Ａ書類１点またはＢ書類２点） 

Ａ書類 

（写真入り）

運転免許証、パスポート、写真入りの住民基

本台帳カード、身体障害者手帳など 

Ｂ書類 

（写真なし）

保険証（組合員証）、国民年金手帳、写真な

しの住民基本台帳カードなど 
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幼児教育・保育の無償化について 

令和元年１０月から、総合的な少子化対策を推進する一環として、生涯にわたる人格形成の基礎

を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的負担の軽減を図るため、3歳児か

ら5歳児及び住民税非課税世帯の0歳児から2歳児を対象に、幼児教育・保育の無償化を実施し

ています。 

（１）幼児教育・保育の無償化の対象 

幼稚園・認可保育所・認定こども園等の保育料 

・すべての３歳児～５歳児の保育料 

・住民税非課税世帯である０歳児～２歳児の保育料 

・幼稚園・認定こども園の教育利用の場合は、３歳になった日以降（満３歳児）の保育料 

・国立大学附属幼稚園の場合、施設等利用給付認定の手続きが必要 

幼稚園・認定こども園（教育利用）の預かり保育利用料 

⇒保育の必要性（施設等利用給付認定）が必要

・３歳児～５歳児の預かり保育利用料は、月額11,300円まで 

・住民税非課税世帯である満３歳児の預かり保育料は、月額16,300円まで 

 ※利用日数に応じて上限額は変動します。（１日あたりの上限は450円） 

 ※住民税課税世帯である満３歳児の預かり保育利用料は、無償化の対象外 

認可外保育施設等（認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育施設・ファミサポ）の利用料 

⇒保育の必要性（施設等利用給付認定）が必要

・３歳児～５歳児の利用料は、月額37,000円まで 

・住民税非課税世帯である０歳児～２歳児の利用料は、月額42,000円まで 

 ※認可保育所・認定こども園等を利用できていない方が対象となります。 

（２）幼児教育・保育の無償化の範囲 

（金額：月額上限額） 

認可保育所・

認定こども園

（２・３号）等

認定こども園（１号） 
幼稚園 

（国立大学附属幼稚園含む） 認可外保育 

施設等 
教育 預かり保育 教育 預かり保育 

３～５歳児 

（3歳になった後、最初の 4月

から小学校入学までの 3年間）

対象 対象 
対象(※1) 

(11,300 円) 

対象 

(25,700 円) 
(附属幼稚園
8,700 円) 

対象(※1) 

(11,300 円) 

対象(※1) 

(37,000 円) 

満３歳児 
（3 歳になった

日から最初の 3

月 31 日までにあ

る子ども） 

課税世帯 対象 対象外 
対象 

（25,700 円）
対象外 

非課税世帯 対象 
対象 

（16,300 円） 

対象 

（25,700 円）

対象 

（16,300 円）

０～２歳児
課税世帯 対象外 対象外 

非課税世帯 対象 
対象(※1) 

（42,000 円）

         （※1）無償化にあたり保育の必要性の認定が必要 

保育の必要性については２ページをご覧ください。 
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（３）幼稚園・認可保育所・認定こども園の給食費について 

３歳児～５歳児の給食費は、主食費・副食費どちらも保護者の実費負担ですが、副食費の免除制

度が設けられています。市から免除対象者へ通知しますので、免除申請等の手続は不要です。 

なお、０歳児～２歳児の主食費・副食費は、保育料に含まれます。 

【副食費徴収免除の対象】 

・年収360万円未満相当世帯の子ども 

・第３子以降の子ども（※）  ※教育利用：小学校３年生までの児童から数えて第３子以降

                  保育利用：就学前児童から数えて第３子以降 

認定を受けるためには、次の書類をこども教育課へ提出してください。 

申請手続きの締切日は毎月２０日（休日の場合は翌開庁日）となっており、翌月初日から認定

されます。 

① 子育てのための施設等利用給付認定申請書 

② 保育の必要性を証明する書類等（７ページ参照） 

（５）国立大学附属幼稚園・預かり保育・認可外保育施設等の利用料につ
いて 

 認定を受けた子どもの利用料は一旦保護者で負担していただきます。その後、施設からの領収

書等をもって、市へ請求をしていただきます。（償還払いの場合） 

 なお、法定代理受領（施設から市へ利用料の請求をすること）となっている施設については、

上記の手続きは不要です。

（４）施設等利用給付認定の申請手続きについて 
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入所に関してよくある質問 
Q1 きょうだいで認定を分けることはできますか。（例）上の５歳児は１号認定、下の１歳児は３号認定

Ａ できます。子どもごとに給付認定を行っていますので、同じ保護者の子どもの中で認定が異なること

を可能としています。 

Q2 認定こども園の教育利用での入所希望です。複数の施設に申し込む（併願する）ことは可能ですか。 

Ａ 教育利用での申込みの併願はできません。１つの施設にだけ申し込んでください。なお、こども教育

課では、施設の選考から外れた場合に他の施設へのあっせんや調整は行いません。 

Q3 認定こども園の教育利用で入所が決定しましたが、保育利用の申込みはできますか。 

Ａ できません。ただし、教育利用での入所選考で外れた場合は、保育利用の申込みをすることも可能で

す。その場合は「保育の必要性を証明する書類」等を添えてこども教育課で申込みをしてください。 

Q4 ３歳の誕生日を迎えてから認定こども園の教育利用での入所希望ですが、申込みはできますか。 

Ａ できます。「満３歳児」として２歳児クラスへの入所となるため、施設の選考は、保育利用の調整が終

わった後（2月中旬頃）になります。（原則２歳児の定員に空きがある場合のみ入所が可能です。） 

Q5 申込み時点でまだ生まれていない子どもの申込みはできますか。 

Ａ 可能です。５ページを参照してください。 

Q6
出産して間もないため、申込み時点で育児休業を取得していることがわかる書類がありません。どうした

らよいですか。 

Ａ 「育児休業取得（予定）証明書」を添付してください。こども教育課で配付しているほか、ホームペー

ジからダウンロードすることができます。なお、育児休業を取得していることがわかる書類（育児休業

給付金支給決定通知書の写し等）が手元に届き次第、速やかに写しを提出してください。 

Q7 利用調整結果（保育所等へ入所できるかどうか）は、いつ、どのようにわかりますか。 

Ａ 受付終了後から、提出された書類を審査し利用調整を行っていきます。１次募集の結果は１２月下旬

から１月上旬ごろに入所承諾（内定）通知書または入所保留通知書をご自宅あてに郵送します。 

Q8 入所後に転園することはできますか。 

Ａ 原則として、保育所等に在籍したまま転園申請することはできません。里帰り出産期間中の上のお子

さんの転園を希望される場合は、こども教育課へご相談ください。転園される場合は、現在在籍して

いる保育所等を一旦退所する扱いとなります。 

Q9
現在、育児休業の認定を受けて入所していますが、翌年度の申込みをする際に、転園申請することができ

ますか。 

Ａ 転園希望月が職場に復帰されるタイミングであれば転園申請は可能です。ただし、転園が決まった時

点で現在在籍している保育所等を退所することになります。 

Q10 認定の有効期間は何年ですか。またその間に認定基準に該当しなくなった場合はどうなりますか。

Ａ １号認定は満3歳から小学校就学前までです。２号認定は満3歳の誕生日の前日から小学校就学前ま

で、３号認定は満３歳の誕生日の前々日までを基本としますが、保育の必要性の認定事由に該当しな

くなった場合は、その時点で認定取消・退所となります。また、有効期間内でも、認定基準に該当して

いることの確認や、保育料算出の必要性を踏まえ、現況届を1年に1回提出していただきます。 

Q11
年度の途中に誕生日を迎えて満３歳になります。認定を３号から２号に変えるための手続きは必要です

か。また保育料はどうなりますか。 

Ａ 年度の途中に満3歳になり、認定が３号から２号に変わる際には、こども教育課が変更を行いますの

で改めて申請をする必要はありません。保育料については、その年度内において２歳児として算出さ

れた金額が適用され、クラス編成も年度を通して変わりません。 
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Q12
年度の途中に勤務形態が変わった場合、利用時間を保育短時間から保育標準時間に変更することはできま

すか。また、１号認定から２号認定に変更することはできますか。 

Ａ 就労の実態にあわせて保育時間を変更することができます。ただし、１号認定から２号認定への変更

については、利用している施設の状況によっては引き続き入所できない場合があります。９ページを

必ずお読みください。なお、認定変更の手続きは、原則として変更希望月の前月２０日（休日の場合

は翌開庁日）までに「教育・保育給付認定変更申請書」と就労証明書等を提出してください。 

Q13 入所中に欠席した場合も保育料はかかりますか。病気等で長期間休んだ場合はどうですか。 

Ａ 保育所等に「休園」の制度はありません。退所の手続きをしない限り、長期間お休みをされている場合

であっても、保育料は全額納付していただきます。 

Q14 子どもに障害があっても入所できますか。食物アレルギーがあっても対応してもらえますか。 

Ａ 医療行為の必要が無く、集団の中で保育することができる子どもであれば入所可能です。 
食物アレルギーがある場合は、入所決定後に施設とご相談ください。ただし、特別な配慮が必要なお

子さんについては、施設によって対応できる範囲が異なるため、事前に希望される施設に相談される

ことをおすすめします。除去食を実施する場合等、医師の診断書が必要な場合があります。 

Q15 マイナンバーはどうして必要ですか。 

Ａ 子どものための教育・保育給付の認定に必要な市町村民税の情報（同一世帯者を含む。）および世帯情

報を閲覧させていただき、その情報に基づき利用者負担額を決定するために必要です。 

オンライン申請に関してよくある質問 
Q1 Graffer アカウントの登録はなぜ必要ですか。 

Ａ 申請内容に不備があった場合、こども教育課から申請の差戻しを行います。「アカウントを登録せず

にメールで申請」から申請を行った場合は、当初の申請内容のデータが引き継ぎできず、全項目を新

たにご入力いただくことになりますので、登録を推奨しています。

Q2 添付書類のアップロードができません。 

Ａ 添付書類は、ファイル(PDF、Excel、Word 等)又は鮮明な画像データ(JPG、JPEG、GIF、PNG形

式のもの。スマートフォンの写真でも可。)をアップロードしてください。 

また、５MB以下のサイズのものを添付してください。 

Q3 エラーメッセージが出て、申請を進めることができません。 

Ａ 必須項目が未入力の場合、エラーメッセージが表示されます。エラー内容を確認の上、必須項目の入

力をお願いします。 

Q4 「申請受け付けのお知らせ」メールが届きません。 

Ａ 申請が完了していない可能性があります。状況を確認しますので、こども教育課（43-0546）までご

連絡をお願いします。 

Q5 申請内容の確認はどのようにすればよいですか。 

Ａ 申請時に登録したメールアドレス宛に、「申請受け付けのお知らせ」メールが届きます。メール本文の

URLをクリックすると、申請内容を確認することができます。 

Q6 申請の差戻しがありました。どのように再度申請すればよいですか。 

Graffer アカウントを利用して申請をされた方は、差戻しの際にお送りするメール内のURLをクリッ

クしていただき、「この申請をもとに新規申請」から再度申請してください。 

アカウントを利用されてない方は、申請データの引継ぎができませんので、再度一から申請をお願い

します。 
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参  考  令 和 ７ 年 度 利 用 者 負 担 額 （ 保 育 料 ） 表 
（令和８年度保育料については、決定次第お知らせします。） 

市町村民税の年度切替に伴い、毎年９月に保育料を見直します。

保育料
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

令和６年度市町村民税額で算定 令和７年度市町村民税額で算定 

保育料の納入先 施設の種類によって、次のとおり分かれます。 

■私立の保育所及び加東市立こども園・保育所 → 加東市 
■私立の認定こども園            → 認定こども園 
■市外の公立保育所・公立認定こども園    → 保育所等が所在する市町村

３号認定（０～２歳児）

各月初日の教育・保育給付認定保護者又は 
教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 

利用者負担額（月額） 多子算定 
【注２】 

階層区分 定    義 標準時間 短時間 

第１階層 
生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）又
は里親である支給認定保護者

0円 0円 － 

第２階層 
第１階層を除き、 

市町村民税額が右の 

区分に該当する世帯 

ただし、 

①住宅借入金等特別控除 

②配当控除 

③配当割額控除 

④株式等譲渡所得割額控除

⑤寄付金控除（ふるさと納税等）

⑥外国税額控除 

は、適用されませんので、通

常の市町村民税所得割額に

加えて計算します。 

市町村民税非課税世帯 0円 0円 

年齢制限 
なし 

第３階層 
市町村民税所得割課税額 

48,600円未満 16,000円 15,800円 

第４階層 
48,600円以上 
57,700円未満 24,000円 23,700円 

第５階層 
57,700円以上 
97,000円未満 24,000円 23,700円 

０歳～５歳 
在籍児童

第６階層 
97,000円以上 
137,000円未満 33,000円 32,600円 

第７階層 
137,000円以上 
169,000円未満 38,000円 37,500円 

第８階層 
169,000円以上 
216,000円未満 45,000円 44,300円 

第９階層 
216,000円以上 
301,000円未満 52,000円 51,200円 

第10階層 
301,000円以上 
397,000円未満 64,000円 63,000円 

第11階層 397,000円以上 70,000円 69,000円 

【注１】年齢区分は年度の初日の前日（3月31日現在）の満年齢で決定（入所日以降に誕生日を迎えても変更にはなりません。）

【注２】多子軽減について
同一世帯に子どもが２人以上いる場合は、階層区分ごとに次の算定方法により、最年長の子どもを第１子、

その下の子を第２子、第３子…と数え、保育料は次のとおり算定します。 

第１子…基準額（全額）  第２子…基準額の半額  第３子以降…無料 

は保育料無料（幼児教育・保育の無償化）

① 第２階層～第４階層 → （生計を同一にしている）子どもの年齢に制限なく算定 

(例)

年 齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 小学生 中学生 高校生～

保育料

第３子 

入園中 
無料

第２子 
入園中 

半額の判定
（無料）

第１子 

※寄宿舎に入っている場合など、住所が異なる兄姉がいる場合は、その子どもの住民票及び学生証等
の写しを持参して申し出てください。 

② 第５階層～第 11 階層 →保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通
所部に入所又は児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支
援もしくは地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用している就学前児童
の中で算定します。 

(例)

年 齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 小学生 中学生 高校生～

保育料

第３子 

入園中 
第２子
半額

第２子 

入園中
第１子
全額の判定
（無料）

第１子

就学前児童の中で
第１子、第２子…
と数える 

ひとり親世帯・在宅障害者がいる世帯の減免について

入所児童の属する世帯の市町村民税所得割課税額が７７，１００円以下で、次の①～⑤いずれか

に該当するとき（以下「ひとり親世帯等」という。）は、以下の表を適用します。

① 母子及び寡婦福祉法に定める母子家庭及び父子家庭の世帯 

② 同じ世帯に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方がいる

とき 

③ 同じ世帯に特別児童扶養手当支給対象児がいるとき 

④ 同じ世帯に国民年金法に定める障害基礎年金等の受給者がいるとき 

⑤ 申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると市長が認めた世帯  

※該当する場合は、それを証明できる書類（障害者手帳など）の写しを持参して申し出て 

ください。 

階層区分 定   義 
利用者負担額（月額） 多子算定 

【注４】 標準時間 短時間 

第２階層 市町村民税非課税世帯 0円 0円 

第３階層 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 7,500円 7,400円 年齢制限 
なし 第４階層 〃   48,600円以上77,100円以下 7,500円 7,400円 

【注３】年齢区分は年度の初日の前日（3 月 31 日現在）の満年齢で決定（入所日以降に誕生日を迎えても変更にはなりません。）

【注４】多子軽減について
同一世帯に子どもが２人以上いる場合は、（生計を同一にしている）子どもの年齢に制限な

く算定します。最年長の子どもを第１子、その下の子を第２子、第３子…と数え、保育料は

次のとおりです。 

第１子…基準額（全額）   第２子以降…無料あ 

は保育料無料（幼児教育・保育の無償化）

(例)

年 齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 小学生 中学生 高校生～

保育料
第２子 

入園中 

無料

 第１子 

１号・２号認定（満３～５歳児）の副食費の免除について 

 幼児教育・保育の無償化にあたり、保護者の負担が増えないよう、副食費の免除制度が設けら
れています。市から免除対象者へ通知しますので、免除申請等の手続は不要です。 

１号認定（満３～５歳児） 右記以外の世帯 ひとり親世帯等 

階層区分 第１子 第２子 第３子以降 第１子 第２子 第３子以降

１ 生活保護世帯 免除 免除 免除 免除 免除 免除 

２ 市町村民税非課税世帯・所得割非課税世帯 免除 免除 免除 免除 免除 免除 

３ 市町村民税所得割課税額77,100円以下 免除 免除 免除 免除 免除 免除 

４      〃     77,101円以上 免除 免除 

２号認定（３～５歳児） 右記以外の世帯 ひとり親世帯等 

階層区分 第１子 第２子 第３子以降 第１子 第２子 第３子以降

１ 生活保護世帯 免除 免除 免除 免除 免除 免除 

２ 市町村民税非課税世帯 免除 免除 免除 免除 免除 免除 

３ 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 免除 免除 免除 免除 免除 免除 

４ 〃   57,700円未満 免除 免除 免除 免除 免除 免除 

４
（ひとり親世帯等のみ） 

〃   77,100円以下 
免除 免除 免除 免除 免除 免除 

５ 〃   57,700円以上  免除  免除 

【注５】「第３子以降」の数え方  
 保育料算定の際に算出される市町村民税所得割課税額が、１号認定では 77,101円以上の場合
は小学３年生までの子の中で数え、２号認定では 57,700 円以上（ひとり親世帯等は 77,101 円以
上）の場合は、小学校就学前の子（【注２】参照）の中で数えます。
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